
　熊本のより良い医療・福祉の実現、人材育成を目指す熊本県医療人
育成総合会議（実行委員長・片渕秀隆肥後医育振興会副理事長）が11月
23日、熊本市中央区の熊本大医学部キャンパスで開かれ、約100人が

参加した。来春から始まる医師の働き方改革をテーマに、影響や今後
の取り組みなどについて県内の医師や薬剤師ら ６氏が講演。学生らに
よる討論もあった。

医療機関における働き方改革と医療人育成

総合討論

　吉田　医学・薬学・看護学・臨床工学・
放射線技師学の各領域の学生に、目指す専
門職の働き方の現状認識や、どう変われば
よいかなどについて述べてもらいます。
　圡井奏惠（熊本大・医学生）　診療参加型
実習でチーム医療を経験することは、さま
ざまな職種における学生の興味・関心を引
き出すことにつながると思います。
　永田陸（熊本大・医学生）　働き方改革が
影響する医療関係者だけでなく、患者への
理解も促す必要があると考えます。
　坂﨑友香（熊本大・薬学生）　先生方の話
で、多職種連携と変化への対応力が必要な
ことが分かりました。学生もタスクシフト
／シェアへの理解が必要でしょう。
　坂井太一（熊本大・薬学生）　病院で働く
薬剤師と薬局で働く薬剤師との業務格差の
拡大が懸念されます。病院での実習の効率
化がさらに重要になると思いました。

総合討論で意見交換した医学部や薬学部の学生ら

　森眞悟（熊本保健科学大認定看護師教育
課程・研修生）　診療するのは医師ですが、
患者と接する看護師も、症状などから状態
の変化に気付く臨床推論力がなければいけ
ません。
　白井幸乃（熊本保健科学大認定看護師教
育課程・研修生）　医師の勤務上限の制定
を目前に、各職種のタスクシェアが重要で

す。在宅医療も考えると、今後は特定行為
の範囲拡大が急務です。
　内藤純（熊本総合医療リハビリテーショ
ン学院・臨床工学生）　実習を受け入れる医
療機関で実習担当者の時間外労働が増えて
いるようです。医療機器の清掃や材料の運
搬、ベッドメークなど、学生が手伝えるこ
ともあると思います。
　亀丸紗耶加（熊本総合医療リハビリテー
ション学院・臨床工学生）　遠隔診療など情
報通信機器を使った医療面で臨床工学技士
の活躍の場が広がれば、医師の負担軽減に
つながるのではないでしょうか。
　山口優馬（熊本大・放射線技師学生）　医
師や看護師でなくとも静脈路確保や抜針な
どができるようになることは大きな変化で
す。その事前学習などを看護師と合同で実
施できるとよいと思いました。
　綾部姫菜乃（熊本大・放射線技師学生）　
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「医師の働き方改革」をテーマに開かれた第14回熊本県医療
人育成総合会議＝熊本市中央区の熊本大医学部キャンパス

快適な労働環境 実現を
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各医療機関で労務環境の整備 必要
　日本は諸外国と比べると、少人数の医
師で入院・外来を担当しています。例え
ば医師１人当たりの入院患者数は、日本
が５.５人に対し、米国は１.１人と、５倍の
開きがあります。こうした中、２０１９年に
働き方改革関連法が施行され、月４５時
間・年間３６０時間を原則とする時間外労
働の上限規制が設けられました。医師に
ついては２４年４月から適用され、働き方
改革への対応が求められています。
　厚生労働省による常勤医の実態調査
（１９年）では、約６割が年間９６０時間、約
１割が１９２０時間を超えて時間外労働を
していました。そこで医師の働き方改革

として、病院のタイプ別（Ａ～Ｃ）に年
間時間外労働の上限が定められました。
　Ａは一般の医療機関で原則９６０時間。
Ｂは熊本大学病院など医師を派遣する病
院・救急医療機関で１８６０時間。ただし、
３５年度末を目標に、上限はＡと同様にな
ります。Ｃは熊本大病院など臨床・専門
研修と高度技能の習得研修施設で、Ｂと
同様に１８６０時間となります。また医師の
健康維持のため、健康状態を別の医師が
チェックする面接指導や、連続勤務を制
限する休憩時間の確保も必要になりまし
た。各医療機関で、働きやすい労務環境
を整備していくことが求められます。

講演① 医師の働き方改革：総論

多職種で緊密な情報交換、連携を
　当院ではこれまで①医師の働き方に関
する意識改革②電子タグ等による出退勤
管理などＩＣＴ機器での労働時間管理の
徹底③一定期間内で労働時間をやりくり
できる「変形労働制」の採用と休憩（睡
眠）時間の確保④医師労働時間短縮計画
の作成―などを実践してきました。
　医師から看護師へのタスクシフト／シ
ェア（業務の移管・共同作業）には、研
修で習得する専門的な知識や、技能を必
要とする特定行為（３８行為２１区分）、手順
に基づく薬剤の投与や採血・検査の実施
など全７項目があります。特定行為の実
施には、重症化予防や患者への迅速な介

入などの意義があり、看護師にはチーム
医療における多職種連携の中心的役割が
期待されています。
　薬剤師ができるタスクシフト／シェア
として、当院では中央手術室に専従の薬
剤師を配置し、手術に必要な薬剤管理を
行っています。また病棟においては、抗
がん剤の無菌調製や入院時持参薬の確認
・入力作業、外来では経口抗がん剤導入
時の服薬指導や自己注射指導、入院前の
持参薬の確認などを担当しています。
　タスクシフト／シェアを進めるために
は、多職種による緊密なコミュニケーシ
ョンや連携が必要と考えます。

講演② 医師の働き方改革におけるタスクシフト／シェアの当院の取り組み

医師の業務支援 学生も積極参加を
　２０２４年４月から実施される医学教育
のモデル・コア・カリキュラムに、医師
の働き方改革に関する項目が新たに加わ
りました。目の前の患者の診療だけでな
く、自分はどのような働き方をし、医療
提供体制とどう整合性を取っていくべき
か─などの学びを求めています。
　医学教育においては、「臨床実習が見
学中心で習得度が高くない」「卒業前と後
で学びにギャップが生じている」などの
課題が指摘されています。改善策とし
て、臨床実習前に学生の知識や技能、態
度を評価する「共用試験」が実施され、
診療参加型の臨床実習ができるように医

師法も改正されました。
　医師の働き方改革が今後の医学教育に
与える影響として、教育時間の短縮など
が挙げられます。一方、コロナ禍は、動
画による教材の配信や、オンライン評価
ツールによる学習状況の即時把握が可能
という恩恵をもたらしました。これらの
オンラインツールを有効活用して、４、
５年生から段階的に診療に参加し、６年
生は研修医のように医師の業務をサポー
トしながら学べば、卒業前後の学びのギ
ャップを解消しながら、学生もタスクシ
ェアの一端を担うことができるのではな
いかと思います。

講演③ 医学教育と医師の働き方改革～医学部医学科の臨床実習の特徴と経緯

「薬学的思考」備えた人材輩出へ
　薬剤師の業務は年々増えており、２０１０
年にはチーム医療への参画や病棟薬剤業
務が開始。その後、薬剤師外来や周術期
管理（入退院支援業務）が加わり、今後
はタスクシフト／シェアに関わる業務も
スタートします。かつての薬剤師の仕事
は対物業務で、目線は薬に向いていまし
たが、今は対人業務を行っており、目線
は患者さんに向いています。
　薬剤師の実務実習は、薬剤部内と病棟
で展開しています。毎年、半年間ほど実
習生を受け入れていますが、薬剤師の偏
在による慢性的なマンパワー不足の中、
なんとか実習を行っています。実習の効

率化のため、講義動画の学習教材として
の活用や、学生との連絡ツールなどのオ
ンライン化を進めています。その一方
で、病棟実習では複数の診療科を回れる
半面、１つの症例について長く学習でき
ないのが悩ましいところです。これを補
うべく小集団討議（ＳＧＤ）などで学び
を深めています。今後、実務実習のデジ
タルトランスフォーメーション（ＤＸ）
化を目指していく予定です。
　実務実習を今後より充実させること
で、全ての薬学科目を統合した「薬学的
思考」を備えた薬剤師を数多く社会に送
り出したいと思います。

講演④ 薬学的思考力を磨く実務実習プランニング

職種超えた看護学生指導が効果的
　看護学実習は次世代の看護系人材を育
成する重要な学びの場です。臨地実習で
は実習指導担当者がマンツーマンで指導
しますが、他にも看護管理をはじめ、介
護士や薬剤師、医師、セラピスト、心理
師、臨床工学技士といった方々からも指
導いただくことがあります。職種を超え
て学生を指導する形態のタスクシェア
が、効率的で効果的な教育となる可能性
を秘めていると思います。
　看護の領域ではこれまでも、看護師間
でタスクシェアをしながら患者の療養生
活を３６５日・２４時間支えてきました。現
在、医師の働き方改革で看護師へのタス

クシフト／シェアを期待されている存在
が、特定行為研修を修了した看護師と、
日本看護協会認定の認定看護師、専門看
護師です。
　特定行為は、医師の手順書による指示
で看護師が実施してもよい医療行為で、
２０２０年度から特定行為研修を含む認定
看護師教育が始まっています。認定看護
師は認知症や脳卒中など２１区分の特定看
護分野で、熟練した看護技術や知識を用
いて高水準の看護を提供します。この人
たちがプロフェッショナルの姿勢を後輩
に示し、看護の実践者としての役割のモ
デルとなることが期待されています。

講演⑤ 看護の質を担保し後輩育成を支えるリカレント教育

多職種連携できる技士として期待
　臨床工学技士は工学的素養と医学の基
礎的知識を併せ持つ存在として、医療現
場で業務を遂行しています。
　医師の働き方改革により、臨床工学技
士はタスクシフト／シェアを特に期待さ
れる存在になりました。また臨床工学技
士法の改正に伴い、手術室などでの静脈
路への輸液ポンプ等の接続操作、抜針や
止血、静脈路を確保する行為が臨床工学
技士にも認められました。
　法令改正を受けて教育内容が増え、臨
床実習は４単位から７単位に増加。実習
で必ず実施・見学させるべき項目などが
指定されました。実習を受け入れる医療

機関や養成機関では、これまで以上に効
率性と効果性を考えた対応が求められる
ため、学生も予習復習などの自己学習
に、より時間を割く必要があります。
　近年は人工知能（ＡＩ）を使った情報
技術や、手術支援ロボットに代表される
医療技術などが積極的に導入されていま
す。臨床工学技士は、これらの新しい技
術の活用を軸に多職種連携ができる人材
としても期待されています。
　これまであまり知られない職種だった
臨床工学技士にとって医師の働き方改革
への取り組みは、大きな転換点になるの
ではないでしょうか。

講演⑥ 工学と医学の両面から働き方改革を支える臨床工学技士育成

放射線技師の教育課程は座学が多く、患者
に接する機会が少ない状況です。タスクシ
フトに伴う実習を増やせないでしょうか。
　吉田　登壇された先生方からご意見を。
　甲斐　働き方改革が進むことで救急救命
に携わる医師が不足し医療が停滞しないよ
う、社会全体で医療を支える仕組みづくり
をしていかなければなりません。
　平井　研究や教育が圧迫されないよう、
国からの支援も含め社会全体で医療人を確
保する方策が必要でしょう。議論を重ねて
解決策を模索することが重要です。
　成田　今後は職種の垣根を越えた教育が
必要です。薬剤師の仕事への理解を促し、
病院薬剤師の仕事にもっと興味を持っても
らえるよう努力したいと思いました。
　飯山　タスクシフトを考えるためにも、
他職種の教育がどのように行われているの
かを理解する必要があります。学生の皆さ
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社会全体で医療人確保を／職域の枠超えた教育実践／より効率的な臨床実習に
んの意見を聞き、認定看護師の活躍をもっ
と伝えなければならないと感じました。
　龍　学生の皆さんの高い学習意欲が伝わ
ってきました。働き方改革が始まれば、こ
れまで通りでなく、さらに効率的・効果的
な教育が求められると認識しました。
　山本哲郎・肥後医育振興会前副理事長　
今の医療には遺伝子解析なども入り、医療
人には広範な基礎医学的知識が求められて
います。それを十分学べるようにし、臨床
実習は効率化させ、卒後研修制度の充実を
図る必要があると思います。
　近本　タスクシフト／シェアでは医師の
指示の下で行う業務が注目されています
が、実際の医療現場では他の職種を尊敬
し、各職種が医師と同等の立場で、チーム
として医療に向き合う必要があります。
　吉田　職種を超えた教育や基礎医学教育
を充実させることも必要です。それをどう
実現するかが今後の宿題になりました。皆
さんのご意見を今後の検討課題にしていき
たいと思います。� （敬称略）
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